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犯罪に加担する前に警察に相談してください。
「＃9110」又は「お近くの警察署」（緊急時は110番）
応募の際に個人情報を送ってしまったとしても、勇気を

出して、警察に相談してください！！

そのＤＭ、バイトの募集じゃない。

闇バイトは犯罪です

✅ 一度応募すると個人情報が
悪用され脅されてやめられ
なくなることも…

✅ 「運ぶだけ」「受け取るだけ」
「見張るだけ」でも犯罪です。

✅ 逮捕されるのは、指示した人
ではなく、実行したあなたです。

逮捕・前科
一生消えない

退学・内定取消
夢が閉ざされる

【高額案件】
荷物を運ぶだけで10万円
即日払いＯＫ！誰でもできます！

やってみたいです！

手続に必要なので、顔写真付き
の身分証を送ってください。

これって犯罪ですよね…？
やっぱりやめます･･･

は？ふざけんなよ！
住所わかってるからな！
家族がどうなってもいいの？

（身分証を送ったあと･･･）

一度送った個人情報は、取り戻せません。

楽して稼ぐつもりが、
一生を台無しにする

✅ 報酬は１円ももらえない。
残るのは多額の「損害賠償」
だけ…

実名特定
ＳＮＳでさらされる

家族への影響
親の失職

多額の借金など


